
徳
島
県
告
示
第
八
百
十
四
号

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
海
洋
生
物
資

源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
計

画
に
お
い
て
定
め
る
定
置
漁
業
に
係
る
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
数
量
が
、
当
該

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
管
理
期
間
（
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
知
事
管
理
量

を
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
る
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
百
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
に
係
る
当
該
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
期
間
は
、
令
和
二
年
十
二
月

二
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門


